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◎群馬県告示第２５７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年９月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第２５８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年９月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第２５９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年９月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

■ 告  示 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 渋川大胡線 前橋市富士見町小暮字八幡
８７６番の９地先から同市
同字西辻󠄀３５４番地先まで 

前 １０．５～２８．６ ６０．９ 

後 １３．２～４５．２ ６０．９ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 沼田水上線 利根郡みなかみ町下牧字二
反田５４４番の１地先から
同郡同町同字矢瀬６３９番
の１地先まで 

前 ８．６～１０．５ １２１．０ 

後 １０．４～１３．８ １２１．０ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 沼田水上線 利根郡みなかみ町下牧字二反田５４４番の１地先か
ら同郡同町同字矢瀬６３９番の１地先まで 

令和５年９月２６日 
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◎群馬県告示第２６０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年９月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第２６１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年９月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎監査公表第１３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により実施した監査の結果

を次のとおり公表する。 

  令和５年９月２６日 

                                                                   群馬県監査委員 林     章 

同       石 原 栄 一 

同       須 藤 和 臣 

■ 監査委員公告 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 石倉上牧線 利根郡みなかみ町石倉字鼬
澤２２５番の３地先から同
郡同町同字同２７８番の１
地先まで 

前 ４．７～１０．７ ４６０．０ 

利根郡みなかみ町石倉字洞
１２６０番の２地先から同
郡同町同字鼬澤２７８番の
１地先まで 

後 ６．５～２７．８ ４６３．３ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 石倉上牧線 利根郡みなかみ町石倉字洞１２６０番の２地先から
同郡同町同字鼬澤２７８番の１地先まで 

令和５年９月２６日 
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同       伊 藤   清  

１ 準拠する基準 本監査は、群馬県監査委員監査基準（令和２年監査委員告示第１号）に準拠して実施した。 

２ 監査の種類 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査並びに同条第２項の規定に基づ

く行政監査 

３ 監査の対象 

(1) 監査対象年度 令和３年度会計（前年度監査基準日の翌日から令和４年５月３１日まで） 

       令和４年度会計（令和４年４月１日から監査基準日まで） 

 (2) 監査対象機関 県庁等６８機関及び地域機関等４機関 

４ 監査の着眼点 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、法令等の趣旨に

のっとって適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙がるよう事務運営がなされているか並びに組織

及び運営の合理化に努めているかを主眼に監査を実施した。 

５ 監査の実施内容 監査対象機関が作成した監査資料及び関係する資料等に基づき、所管業務について説明を聴

取するとともに、関係する文書及び帳簿その他の関係書類等の確認を行った。 

６ 監査結果の概要 

 (1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） １件 

 (2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの）   ２件 

 (3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし 

７ 機関別監査結果 

(1) 知事戦略部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

秘書課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

戦略企画課 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

デジタルトランスフォー
メーション戦略課 
（令和５年７月２０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

業務プロセス改革課 
（令和５年７月２０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
 

グリーンイノベーション
推進課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

交通イノベーション推進
課 
（令和５年７月２０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

地域外交課 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

東京事務所 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

(2) 総務部 
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監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

総務課 
（令和５年７月２０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

人事課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

財政課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

税務課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

統計課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

危機管理課 
（令和５年７月２０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

消防保安課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

総務事務管理課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

自治研修センター 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

防災航空センター 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (3) 地域創生部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

地域創生課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

ぐんま暮らし・外国人活
躍推進課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

文化振興課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

文化財保護課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

スポーツ振興課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (4) 生活こども部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

生活こども課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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県民活動支援・広聴課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

消費生活課 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

私学・子育て支援課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

児童福祉・青少年課 
（令和５年７月２６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (5) 健康福祉部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

健康福祉課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

監査指導課 
（令和５年８月２８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

医務課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

介護高齢課 
（令和５年８月２８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

感染症・がん疾病対策課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

健康長寿社会づくり推進
課 
（令和５年８月２８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

障害政策課 
（令和５年８月２８日） 

（注意事項） 
地方公共団体が競争入札によらず随意契約により契約を締結できるのは、

地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号に該当する場合に限られてお
り、このうち、随意契約によることができる予定価格の限度額は、同項第１
号及び群馬県財務規則第１８８条で定められており、委託契約については１
００万円を超えないものとされている。 
当該機関は、予定価格１，２１０，０００円（税込）の県立障害者リハビ

リテーションセンター再編用地の除草作業の委託契約について、令和４年１
０月２７日付けで随意契約を締結したが、随意契約によることができる予定
価格の限度額を超えていた。 

薬務課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

国保援護課 
（令和５年８月２８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

食品・生活衛生課 
（令和５年８月２８日） 

（指摘事項） 
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第１４条において準用する同法第

４条の規定により、対価の支払の時期については、契約書に明らかにしなけ
ればならないとされており、当該機関が締結した「飼い主のいない猫対策支
援事業不妊去勢手術業務委託契約書」第５条第２項において、支払請求があ
ったときは、受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとされてい
る。 
当該機関は、令和５年４月１０日に請求書を受理したが、事務調査日（令
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和５年７月１８日）現在において、委託料の支払を行っていなかった。 
 

 (6) 環境森林部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

環境政策課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

環境保全課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

廃棄物・リサイクル課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

自然環境課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

林政課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

林業振興課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

森林保全課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

(7) 産業経済部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

産業政策課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

未来投資・デジタル産業
課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

地域企業支援課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

労働政策課 
（令和５年８月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

観光魅力創出課 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

ｅスポーツ・クリエイテ
ィブ推進課 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (8) 県土整備部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

監理課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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建設企画課 
（令和５年８月２１日） 

（注意事項） 
会計年度任用職員の期末手当の額は、群馬県会計年度任用職員の給与、旅

費及び費用弁償に関する条例（以下「条例」という。）第６条第２項におい
て、期末手当基礎額に期別支給月数を乗じて得た額に、在職期間に応じた割
合を乗じて得た額とされている。また、群馬県会計年度任用職員の給与等に
関する規則第１５条において、条例第６条第２項に規定する在職期間は、条
例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間に、群馬県職員の給
与に関する条例の適用を受ける職員として在職した期間を算入することとさ
れている。 
当該機関は、会計年度任用職員１名に対し令和４年６月に支給した期末手

当の計算において、群馬県職員の給与に関する条例の適用を受ける職員とし
て在職した期間を算入しなかったため、支給額が９９，７９２円過小となっ
ていた。 

契約検査課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

道路管理課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

道路整備課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

河川課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

砂防課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

都市計画課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

都市整備課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

下水環境課 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

建築課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

住宅政策課 
（令和５年９月６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

下水道総合事務所 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

  

(9) 会計局 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

会計管理課 
（令和５年７月３１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (10) 議会事務局 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 
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議会事務局 
（令和５年７月２０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (11) 人事委員会事務局 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

人事委員会事務局 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (12) 監査委員事務局 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

監査委員事務局 
（令和５年８月２１日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (13) 労働委員会事務局 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

労働委員会事務局 
（令和５年７月１９日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (14) 教育委員会 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

総務課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

福利課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

生涯学習課 
（令和５年８月１４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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